
【同居の場合】 【近居の場合】

親世帯と子世帯が同居するために、新たに住
宅を取得又はリフォームする

親世帯と子世帯が市内に居住
するために、新たに住宅を取得する

親世帯と子世帯が１年以上別の住所地に在住
又は、１年以上碧南市外で同居

１年以上市外に在住

住⺠票を同じ住所地に移動し、同居する 住⺠票を市内に移動し、近居する

交付決定通知書及び額の確定通知書を受け取る

補助金交付申請書を提出する
（住宅の工事完了日又は購入日から６か月以内）

※補助を受けられる方で、一定の要件に該当する場合は、フラット３５（地域連携型）の当初一定
期間の金利を０．２５％引下げる優遇措置が受けられる可能性があります。工事の契約前に事前に
住宅金融支援機構及び市役所へご相談ください

補助金交付請求書を提出する

碧南市から補助金を受け取る

碧南市三世代住宅建設等促進補助金の流れ



〇まずは下の申請の条件がすべて「はい」となるかご確認ください。

〇交付申請時に必要な書類

工事・購入の契約日は令和４年４月１日以後ですか？ はい
中学生以下の子供と同居又は近居していますか？ はい
【同居の場合】住宅の工事完了日（購入の場合は引渡日）前の１年間、碧南市
内で親世帯と同居していないですか？

はい

【近居の場合】住宅の工事完了日（購入の場合は引渡日）前の１年間の住所地
が、碧南市外になっていますか？

はい

耐震建替補助金の交付を受けたことはないですか？ はい
【リフォームの場合】調理室・浴室・便所・玄関のうち２種類以上の工事を
行っていますか？

はい

提出書類 確認事項
補助金交付申請書（様式第１号）

【購入の場合】住宅の前所有者は３親等以内の親族ではないですか？ はい
住宅部分の床面積は５０㎡以上ありますか？ はい

工事費は１００万円以上ですか？ はい
工事完了後（購入の場合は契約後）６カ月以内ですか？ はい

⼾籍謄本 子世帯と親世帯の関係がわかるもの
住⺠票の写し 子世帯と親世帯の関係がわかるもの

⼾籍の附票
補助対象建築物取得日より過去１年間の住所地
がわかるもの

市税の完納証明書 碧南市の税務課で発行した申請者のもの
建築物の登記事項証明書 法務局刈谷支局で発行
工事請負契約書の写し 購入の場合は売買契約書の写し

図面
写真

リフォームの場合はリフォームを行ったことが
確認できるもの

検査済証の写し

領収書の写し
案内図 工事を行う場所を示した地図

工事内訳書の写し 工事内容がわかるもの


